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閲覧の
年月日 申出者氏名 委託者 利用目的の概要 閲覧に係る

住民の範囲

平成 30 年
5 月 30 日

一般社団法人　中央調査社
　　　　会長　大

おおむろ

室　真
ま さ お

生
ＮＨＫ放送文化研究所
世論調査部 「日本人の意識調査」 柏森地区

平成 30 年
6 月 29 日

一般社団法人　中央調査社
　　　　会長　大室　真生

ＮＨＫ放送文化研究所
世論調査部 「社会と生活に関する意識」調査 高雄地区

平成 30 年
7 月 4 日

一般社団法人　中央調査社
　　　　会長　大室　真生

朝日新聞社 マーケティング
本部マーケティング部

新聞および Web 利用に関する
総合調査（くらしと情報につい
てのおたずね）

高雄地区

平成 30 年
8 月 28 日

株式会社　ゼンリン
名古屋営業所
　　営業所長　永

な が の

野　裕
ゆういち

一
愛知県健康福祉部長 「少子化に関する県民意識調査」 高雄地区

平成 30 年
9 月 14 日

一般社団法人　中央調査社
　　　　会長　大室　真生

農林水産省消費・安全局長 「平成 30 年度食育に関する
                               意識調査」 柏森地区

平成 30 年
10 月 11 日

一般社団法人 新情報センター　
　   事務局長　平

ひらたに

谷　伸
し ん じ

次

内閣府政策統括官（共生社会
政策担当）付参事官（青少年
環境整備担当）

「平成 30 年度青少年のインター
ネット利用環境実態調査」 高雄地区

平成 30 年
12 月 7 日

一般社団法人　中央調査社
　　　　会長　大室　真生

法務省 法務総合研究所
研究部長

「犯罪被害実態（暗数）調査
 －安全・安心な社会づくりの
    ための基礎調査－」

斎藤地区

平成 31 年
2 月 21 日

株式会社 日本リサーチセンター 
代表取締役社長　鈴

す ず き

木 稲
いなひろ

博
日本銀行情報サービス局 「生活意識に関する

                     アンケート調査」 柏森地区

住民基本台帳法第 11 条第 3 項及び第 11 条の 2 第 12 項、住民基本台帳の一部の
写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第 3 条の規定に基づき、住民
基本台帳の一部の写しの閲覧状況をお知らせします。

◆閲覧期間　平成 30 年４月１日～平成 31 年３月３１日
住民課　内線 249

　

私
立
の
高
等
学
校
な
ど
に
通
学

し
て
い
る
生
徒
の
保
護
者
に
対

し
、
授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

▼
対
象
者

　

10
月
１
日
現
在
、
高
等
学
校
な

ど
（
全
額
補
助
ま
た
は
、
免
除
等

さ
れ
て
い
る
方
、
ま
た
、
通
信
制

の
課
程
等
を
除
く
）
に
在
籍
し
て

い
る
生
徒
の
保
護
者
（
ま
た
は
生

徒
）
で
、
扶
桑
町
に
お
住
ま
い
の

方▼
補
助
額

　
生
徒
一
人
あ
た
り
年
額

　
　
　

１
６
，
０
０
０
円
（
上
限
）

▼
手
続
き

　

10
月
１
日
（
火
）
か
ら
10
月
31

日
（
木
）
ま
で
に
、
申
請
書
を
学

校
教
育
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
申
請
書
は
、
実
績
の
あ
る
学
校

　

に
直
接
配
布
し
て
い
ま
す
の
で

　

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
学

　

校
教
育
課
窓
口
に
も
用
意
し
て

　

い
ま
す
。

※
年
間
授
業
料
か
ら
国
及
び
県
の

　

補
助
額
を
引
い
た
残
額
が
補
助

　

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

私
立
高
等
学
校
等
の

授
業
料
を
補
助
し
ま
す

学
校
教
育
課　

内
線
３
４
３

総
務
課　

内
線
２
１
６

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　
　
　
　

 

を
実
施
し
ま
す

　

秋
は
、
行
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
外

出
す
る
機
会
が
増
え
、
人
や
車
の
動
き

が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
秋
は
日

没
時
刻
が
日
増
し
に
早
く
な
る
こ
と
か

ら
、
運
転
者
に
と
っ
て
は
歩
行
者
や
自

転
車
の
動
き
が
見
え
に
く
く
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
夕
暮
れ
時
か
ら
夜
間
に

か
け
て
は
交
通
量
が
多
い
こ
と
も
あ

り
、
子
ど
も
や
高
齢
者
が
交
通
事
故
に

あ
う
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
時
期
に
、
町
民
の
皆

さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
交
通
安
全
意
識
を

高
め
、
安
全
運
転
や
安
全
行
動
の
実
践

を
通
じ
て
交
通
事
故
を
減
ら
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

▼
期
間

　
９
月
21
日
（
土
）
か
ら

　

９
月
30
日
（
月
）
ま
で
の
10
日
間

▼
重
点
実
施
項
目

●
子
ど
も
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行
の  

　

確
保

●
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

●
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転

　

車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

●
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と 

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

　

の
徹
底

●
飲
酒
運
転
の
根
絶


